
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都 都市整備局 都市基盤部 街路計画課 TEL:03-5388-3293 

〒163-8001 

東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 都庁第二本庁舎 11 階南側 
 

令和７年１２月 
 

お 問 合 せ 先 

登録番号（７）４２ 

令和７年１２月発行 

八王子都市計画道路３・３・１３号下柚木片倉線

（八王子市下柚木二丁目～八王子市片倉町） 

６ 今後の進め方 



 

 

○八王子都市計画道路３・３・１３号下柚木片倉線（以下「八王子３・３・１３号線」と称す。）

は、八王子市下柚木二丁目を起点とし、八王子市片倉町を終点とする延長約４.８ｋｍの都市

計画道路であり、一部は北野街道として第一次緊急輸送道路に指定されています。 

〇八王子３・３・１３号線の終点付近にある国道１６号から現在国が整備を進めている国道２０

号八王子南バイパスまでの区間（以下、「計画区間」と称す。）は、現道の北野街道があります

が、都市計画道路の位置付けがなく、交通の円滑化、歩行者の安全性確保、緊急輸送道路とし

ての機能強化などに課題があります。 

〇このことから、八王子３・３・１３号線と八王子３・３・７３号線を連結し、東西方向の道路

ネットワークを強化するために計画区間を新たに都市計画道路に追加する必要があります。 

〇東京都は国や市と構成する「国道１６号片倉町・万町地区現道対策調整会議」において、計画

区間周辺の事業について進捗状況の確認等の情報共有を図り、道路網の拡充について検討を

進めた結果、八王子３・３・１３号線を約６１０ｍ延伸するとともに、車線の数を決定する都

市計画変更素案を作成しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

○片倉町交差点を起点に慢性的な渋滞が発生しており、交通量

の多い時間帯に最大５７０m ほどの渋滞が発生していること

から、円滑な交通の確保が課題となっています。 

 

 

 

 

 

○計画区間は、地震等の大規模災害発生時に避難・救助や物資供給等の応急活動に用いられる第一

次緊急輸送道路に指定されていますが、現道は幅員約９ｍの道路になっており、震災時には建物

や電柱の倒壊による道路の閉塞が懸念されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○計画区間の一部は通学路に指定されていますが、狭隘な現道では歩行者の安全性確保が課題です。 

○また、自転車の通行や緑豊かな道路空間の創出が必要です。 

 

 

 

 

 

位 置 図 

防 災 

活 力（交通） 

暮らし 環境 

１ 

阪神・淡路大震災における道路幅員と道路閉塞の関係      道路閉塞の事例（令和６年能登半島地震） 

資料）新時代のまちづくり・みちづくり（都市整備研究会） 

2 狭隘な現道と歩行者の通行状況 

渋滞の様子 

歩道の無い箇所を歩く児童の様子 

１ 計画のあらまし 
 

２ 地域の現状と課題 

 

計画区間

整備済区間
（八王子3・3・13号線）
北野街道
（八王子３・３・１３号線）

北野街道

事業中（検討中）区間

未整備区間
（八王子３・３・７３号線）

主要な道路

凡例



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３ ４ 
※この地図は、東京都縮尺１／２，５００地形図を使用（７都市基交第５６４号）して作成したものである。無断複製を禁ずる。 

※（承認番号）７都市基街都第 106 号、令和７年６月 17日 

※この図面の著作権は、東京都及び株式会社ミッドマップ東京に帰属する。 

・八王子３・３・１３号線の終点位置を約６１０m 変更し、

延長を約４,８２０ｍから約５,４３０ｍとします。 

・追加する区域は一般部で幅員１８ｍ、片倉町交差点の西側

は付加車線を設置することから幅員２１ｍとします。 

・また、車線の数を２車線に定めます。 

※整備形態の詳細については、今後、関係機関との調整し、検討していきます。 

バスベイのイメージ（五日市街道） 無電柱化のイメージ（川崎街道） 

計 画 内 容 

計 画 概 要 図 

○交通の円滑化 
・付加車線の設置による片倉町交差点の渋滞緩和 

・バスベイの設置による交通の円滑化 

○地域の防災性の向上 
・広幅員の道路空間と無電柱化による災害時の物資輸送路や避難路と

しての機能確保 
○安全で快適な都市空間の創出 
 ・歩行者、自転車などの安全な通行空間を確保 

・街路樹の整備による良好な都市景観の創出 

３ 計画の目的 

４ 都市計画変更素案 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平 面 図 

横 断 図 

※平面図及び横断図、整備形態の詳細については、今後、関係機関との調整により、変更となる場合があります。 ５ ６ 

１ ２ 

車道 車道 

歩道等 歩道等 歩道等 歩道等 

１８.０ｍ 

１０.５ｍ 

２１.０ｍ 

３.７５ｍ ２.５０ｍ ３.７５ｍ ２.５０ｍ 

１６.０ｍ 

５ 道路構造の概要（イメージ図） 


